
 

令和３年４月２５日  

 

新型コロナウイルス感染症患者の確認について  

 

４月２４日（土）に、隠岐保健所管内で１名、浜田保健

所管内で１名の新型コロナウイルス感染が新たに確認され

ましたので、発表します。  

 

 まず、海士町内で確認された県内３３０例目の患者さん

についてです。  

 

【患者について】  

 

１ .  この患者さんは、「海士町在住」の方です。  

 年代、性別は本人の同意が得られておりませんの

で、公表は差し控えさせていただきます。  

 

２ .  この患者さんは、４月１９日（月）に頭痛の症状

があり、２０日（火）には３８度台の発熱等の症状

があったことから医療機関を受診され、検査を実施

したところ、その時は「陰性」でした。  

 ２０日（火）以降は、自宅で過ごしておられまし

たが、咳や微熱の症状が続いたことから、２４日

（土）に再度、医療機関で検査を実施したところ

「陽性」が確認されたものです。  

 

 

３ .  患者さんは、現在も咳等の症状がありますが、

「軽症」です。  

 



４ .  患者さんは、本日、感染症対策を講じた医療機関

に入院される予定です。  

  

 

【現時点での行動歴】  

 

５ .  隠岐保健所においては、感染拡大防止のため、昨

日から行動履歴や、濃厚接触者についての調査を行

っており、現時点で把握できた行動歴等について説

明します。  

 患者さんの行動歴の調査や検査を進めるなかで、

感染拡大防止のために公表すべき情報があれば、改

めて、情報提供します。  

 

 

＜発症日（無症状者は検体採取日）の２日前以降の行動＞  

 

６ .  症状のある方は発症日の２日前以降、症状のない

方は検体採取日の２日前以降の患者さんの行動につ

いてであります。  

 この間は、患者さんから他の方に感染する可能性

がある期間であり、感染のおそれの高い濃厚接触者

を確認するための調査です。  

 

７ .  この患者さんについては、発症日の１９日（月）

の２日前の１７日（土）以降の行動になります。  

①   １７日（土）、１８日（日）は、仕事は休み

で、基本的に自宅で過ごしておられ、日常生活で

の接触はありますが、接触者は特定できていま

す。       



 

②   １９日（月）は仕事に出ておられます。  

 

③   仕事の内容は、不特定多数の方と幅広く接触さ

れるようなものではありませんので、この日に接

触があった方については、特定できています。  

 

④   ２０日（火）は、症状があったことから、仕事

を休んで、医療機関を受診され、検査を受けてお

られます。  

 

⑤   ２０日（火）以降は、自宅で過ごしておられ、

日常生活での接触はありますが、接触者はごく少

数で、特定できています。  

 

⑥   この間に、患者さんと接触があった方について

は、検体を採取し、ＰＣＲ検査を実施します。  

 

 ＜発症日（無症状者は検体採取日）の１４日前の行動＞  

 

８ . 次に、発症日の１４日前までの行動について、把握

した情報について、説明します。  

 この間に、患者さんがどこから感染したのか、こ

の患者さん以外に感染者はいないのか、を調査する

ものです。  

 

①   この患者さんは、この間に本土との往来があり

ます。  

 

②   また、この間に、海士町内で陽性が確認された



方と接触があります。  

 

③   行動歴の詳細については、現在、調査を進めて

います。  

 

 

次に、浜田市内で確認された県内３３１例目となる患者

さんについてです。  

 

 

【患者について】  

 

９ .  この患者さんは、「浜田市在住」の方です。  

 年代、性別は本人の同意が得られておりませんの

で、公表は差し控えさせていただきます。  

 

１０ .  この患者さんは、３２６例目の患者さんと同じ勤

務先の方であり、４月２３日（金）に浜田保健所で

検査を実施し、その時は、判定保留でした。              

翌日、２４日（土）に、保健環境科学研究所で改

めて検査を実施したところ「陽性」が確認されたも

のです。  

  

１１ .  患者さんは、２２日（木）から喉の痛みがあり、

本日からは発熱等の症状もありますが、「軽症」で

す。  

 

１２ .  患者さんは、昨日、感染症対策を講じた医療機関

に入院されています。  

 



【現時点での行動歴】  

 

１３ .  浜田保健所においては、感染拡大防止のため、昨

日から行動履歴や、濃厚接触者についての調査を行

っており、現時点で把握できた行動歴等について説

明します。  

 患者さんの行動歴の調査や検査を進めるなかで、

感染拡大防止のために公表すべき情報があれば、改

めて、情報提供します。  

 

 

＜発症日（無症状者は検体採取日）の２日前以降の行動＞  

 

１４ .  症状のある方は発症日の２日前以降、症状のない

方は検体採取日の２日前以降の患者さんの行動につ

いてであります。  

 この間は、患者さんから他の方に感染する可能性

がある期間であり、感染のおそれの高い濃厚接触者

を確認するための調査です。  

 

１５ .  患者さんについては、発症日の２２日（木）の２

日前の２０日（火）以降の行動になります。  

 

①   患者さんは、２０日（火）から２３日（金）は仕

事に出ておられます。  

 

②   仕事の内容は、不特定多数の方と幅広く接触され

るようなものではありませんので、この間に接触が

あった方については、特定できています。  

 



③   ２３日（金）の午後は、浜田保健所で検査を受け

ておられ、検査後は、自宅で待機しておられます。  

 

④   また、この間に、日常生活での接触はあります

が、接触者は特定できています。  

 

⑤   患者さんと接触があった方については、検体を採

取し、ＰＣＲ検査を実施します。  

 

 ＜発症日（無症状者は検体採取日）の１４日前の行動＞  

 

１６ .  次に、発症日の１４日前までの行動について、把

握した情報について、説明します。  

この間に、患者さんがどこから感染したのか、この

患者さん以外に感染者はいないのか、を調査するも

のです。  

 

①   患者さんは、この間に、県外との往来や県外の

方との接触はありません。  

 

②   また、この間に、県内３２６例目の患者さんと

接触されています。  

 

③   行動歴の詳細については、現在、調査を進めて

います。  

 

 

【県民の皆さん、報道機関の皆さんへ】  

 

１７ .  本日発表した患者さんの接触者については、特定



を進めており、保健所から連絡をとっておりますの

で、冷静に対応をお願いします。  

 

１８ .  県としては、濃厚接触者及び接触者の調査を積極

的に行うとともに、接触があった方については、幅

広にＰＣＲ検査など必要な検査を実施し、感染拡大

の防止に努めてまいります。  

 

１９ .  県民の皆さまにおかれては、これまでもお願いし

ておりますとおり、感染拡大防止のため、発熱等の

症状があった場合は、まずは、かかりつけ医又は健

康相談コールセンターにご連絡いただき、早めに受

診していただきますよう、お願いします。  

 

２０ .  各職場におかれては、従業員の日々の健康状態の

把握に留意し、発熱等の症状があった場合は、必ず

申告するよう呼びかけ、体調がすぐれない場合はす

みやかに医療機関への受診を促すなど、従業員の健

康管理に努めるようお願いします。  

 

２１ .  また、県から提供する情報に基づき、冷静な対応

をお願いします。  

 

２２ .  個人を特定する行為や、患者さんへの誹謗中傷が

拡がったりすれば、その後の事案で、保健所への情

報提供や、そもそも感染や症状を名乗り出ることを

控えるなどの悪影響が懸念され、かえって、広く感

染拡大が県民に及びかねないという状況になること

が懸念されます。  

 



２３ .  患者さんの人権を守り、感染拡大を防止するため

に、個人を特定する行動や、患者さんへの誹謗中傷

は許されませんので、厳に謹んでいただきますよ

う、お願いします。  

 

２４ .  県では、患者さんの行動歴の公表は、個人の特定

につながることがないように、感染拡大を防止する

ために必要な場合に限っております。  

 県が公表する情報が具体的でないために、様々な

推測や憶測がなされる場合がありますが、県が公表

している内容を超える内容は事実とは限りませんの

で、注意してください。  

 

２５ .  また、県では、感染のおそれが高い濃厚接触者だ

けでなく、感染拡大を未然に防止するために、必要

に応じて、接触があった方などに幅広く検査を実施

することとしております。  

 そのため、検査を受けるということだけで、出

勤、登園、登校をしないよう求めること、まして

や、検査を受けた方のご家族など、関係者までに、

そうしたことを求めることは、過剰な対応となりま

すので、控えていただきますようお願いします。  

 

２６ .  また、新型コロナウイルス感染症の治療等にあた

る医療従事者の方は、県民の命と健康を守るため、

日夜、医療現場の最前線で懸命に努力されていま

す。医療現場で働く方を思いやる気持ちをもって対

応いただくようお願いします。  

 

 



２７ .  報道機関の皆様には、引き続き、患者さん、周囲

の方への配慮、プライバシーを尊重した報道に、  ご

配慮願います。  

 

２８ .  全国的に感染者の発生が増加しており、県内にお

いても、感染事例が続いて確認されております。  

 こうした状況においては、継続的な感染対策の実

施が必要です。  

 

２９ .  県民の皆様におかれては、職場や家庭での感染を

防ぐため、感染リスクが高まるとして、政府が注意

喚起をしている、「５つの場面（飲酒を伴う懇親会

等、大人数や長時間におよぶ飲食、マスクなしでの

会話、狭い空間での共同生活、居場所の切り替わ

り）」に注意していただくとともに、  

  引き続き、  

   ①「三つの密」の回避  

   ②「人と人との距離の確保」  

   ③「マスクの着用」  

   ④「手洗いなどの手指衛生」  

 など、基本的な感染対策に継続して取り組んでい

ただくよう、お願いします。  

 


